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　異文化理解のプロセスでは珍事がよく起こりま
す。日本と海外の学生たちの交流促進を長年続ける
NPO法人国際比較文化研究所が、2007年にはじめ
てマラン（インドネシア）で交流事業をした時の話も
印象的です。初日の行程を終え、午前9時集合の約
束で参加者たちは解散。翌朝、日本人参加者は全員
9時に集まりましたが、マランのメンバーは誰ひと
り現れません。慣れない異国で不安も募る中、マラ
ン勢が登場したのは1時間後。日本人学生たちは、
遅刻を謝りもしない彼らに不信感を抱きます。そう
でしょう。日本では5分前行動が合言葉になるくら
いですから。しかしその後、共に時間を過ごし語り
合うことで、不信感は異文化理解に変わったそうで
す。「時間の物差し」が違うのだ、と。異なる尺度
で彼らは各々9時の約束を守っていたのです。それ
を機に彼らは互いの時間軸を理解し、譲り合うよう
になったとのこと。両者の絆は15年経った今も続
いています。不信感で終わらず良かったなと思いま
す。
　男女共同参画が目指すところは、人々の多様性や

多様な選択肢を認める社会の実現だと思います。私
たちはアンコンシャスバイアス（無意識な先入観）の
塊です。自分と違うものには壁を作り、警戒し、攻
撃してしまうことも。この課題に取り組む方々が口
を揃えておっしゃられることに、毎回はっとさせら
れます。「大切なのは話を聞くこと。耳を傾けるこ
と。」確かにそれが、自身の先入観や無知さを吹き
飛ばす最速の方法かも知れません。相手の時間の物
差しを知った学生たちのように、互いの真意を知れ
ば、それだけで世界は少し平和になりそうです。
　2月に安中市が開催した男女共同参画推進講座に
て坂本祐子先生は、「性差」や「男女の脳差」より
も、私たちが大切にすべきは「個人差」だとおっ
しゃられました。個人差を尊重しあう。それはマ
ニュアルやルール作りよりもっと手前のところにあ
る、人の心の相互です。不器用な私たちですから、
全て理解し合うことはできないかもしれません。で
も「自分と人が違う」という大前提くらい覚えてい
られるはず。「違うのだから、知ろう。」と意識し
耳を傾けることはきっとできるはずです。

男女共同参画推進委員会
第146回　リレー・エッセイ

安中市男女共同参画推進委員会委員
太田　琢雄

「違う」を大切に。

　「商品の宣伝を聞いて
無料で商品がもらえる」
と知人に誘われ会場に出
かけた。販売員の話が楽
しく何度か通っていた
ら、2か月の間に、布団
や磁気治療器、下着など
の購入を次々に勧められ
契約してしまった。自分
だけ小部屋に呼ばれて勧誘されたり、「あなたの
ため」などと言われたりして、断りきれず買った
こともある。購入時は頭金の支払いだけなので、
高額だという意識はなかったが、「場所を移転す
る。残額を支払って」と言われ初めて、総額が
500万円以上だと分かった。生命保険を解約し、
貯蓄と併せて支払った。商品を返品するので返金
してほしい。

☆「粗品がもらえる」「販売員の話が楽しい」な
どの雰囲気にひかれて、数か月も会場に通い続
け、その間に次々と高額な商品を契約させられ
てしまう、新たな手口のSF商法（催眠商法）の相
談が寄せられています。

☆個別に声をかけられ勧誘を受けると断るのが難
しくなります。粗品や楽しい話につられて会場
に近づかないことが第一です。

☆長期間通い続けることで販売員との間に親しい
関係性が構築され、断りにくい心理に陥りま
す。販売員の親切は契約させるための手口で
す。家族や周りの人も気を配りましょう。

（国民生活センター「見守り新鮮情報」第223号か
ら作成）
■問 市消費生活センター（☎382－2228） 
相談日時▶月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後
4時30分

粗品をきっかけに通っていたら、
2か月間で500万円の契約

消費生活センター
からのお知らせ

- 事例 - - ひとこと助言 -

　市民課
休日窓口開設日
5月7日・21日　6月4日

午前８時30分～正午
業務内容
○市民課取扱各種証明書の発行
※マイナンバーカードを利用した各種証明書のコ

ンビニ交付サービスが始まりました

　今月の納税と保険料
☆固定資産税・都市計画税 … 1期

☆軽自動車税 … 全期

☆国民年金保険料 … 令和5年4月分

○5月31日（水）までに納めてください。

本

※新型コロナウイルス感染症の影響により、相談日時が変更および中止になる場合があります

行政相談

無料法律相談

人権相談

離婚前後の悩み・養育費相談
家庭児童相談

（電話相談・面接相談）
健康相談

（生活習慣病・育児・栄養相談など）
妊婦健康相談

（母子手帳交付）

消費生活相談

無料税務相談
障害者相談

（知的・身体障害者相談）
精神障害者相談
青少年相談

（電話相談・面接相談）
介護相談・認知症相談

（電話相談・面接相談）

成年後見制度に関する相談

成年後見制度専門職相談

配偶者・恋人などからの暴力
（DV・デートDV）に関する相談
生活困窮に関する相談

（生活支援相談窓口）
ひきこもりに関する相談
若者就職活動個別相談

（安中出張サポートステーション）

心配ごと相談

交通事故相談

こころの健康相談

予約・問合せ
□本  5/11・25（※18から変更）　6/1
　 9時～11時30分
□松  5/1　6/5　13時30分～16時
□本  5/12・19・24※　6/2　13時～16時
※5/24のみ13時～15時
□本  5/18　13時30分～15時30分
□松  5/19　13時30分～15時30分

【特設相談日】□本 ・□松  6/1  13時30分～16時
□本  5/9　6/13　13時～16時

月～金曜日（祝日を除く）9時～16時

□本  月～金曜日（祝日を除く）

□本  月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～16時30分
消費生活センター（□本 敷地内）
月～金曜日（祝日を除く）9時～16時30分
□本  5/11　6/8　13時～16時
□本 ・□松  月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～17時15分
月～土曜日（祝日を除く）10時～18時
□松 青少年センター　月・火・水・金曜日

（祝日を除く）　9時～14時
月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～16時
□本 ・□松 　月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～17時15分
地域福祉支援センター
5/12　6/2　13時30分～15時30分
月・火・木・金曜日（祝日を除く）
9時～16時
月～金曜日（祝日を除く）
9時～16時30分
月～金曜日（祝日を除く）9時～16時

□本  5/2　6/6　10時～12時

地域福祉支援センター
5/11　6/8　9時～11時30分
安中交通安全協会
月～金曜日（祝日を除く）9時～16時
安中保健福祉事務所
4/25　13時～16時

□本 市民相談室（☎内線1207）

要電話予約　□本 市民相談室（☎内線1207）

□本 市民相談室（内線☎1207）

要電話予約　□本 市民相談室（☎内線1207）

要電話予約　□本 子ども課（☎382-8005）

要電話予約　□本 健康づくり課（☎内線1174）

要電話予約　□本 健康づくり課（☎内線1174）

消費生活センター（☎382-2228）

要電話予約　□本 税務課（☎内線1061）

□本 福祉課（☎内線1155）

ヌアリーベ（☎380-5385）
要電話予約　□松 青少年センター（☎393-4777）
メール相談（seishonen@city.annaka.lg.jp）
要電話予約　□本 高齢者支援課（☎内線1189）
　　　　　　□松 （☎内線2156）
要電話予約　□本 高齢者支援課（☎内線1188）
　　　　　　□本 福祉課（☎内線1155）

要電話予約　権利擁護センター（☎382-8397）

安中市DV電話相談（☎329-6646）

要電話予約　□本 福祉課（☎内線1191）

要電話予約　□本 福祉課（☎内線1191）
要電話予約　ぐんま若者サポートステーション

（☎027-233-2330）

地域福祉支援センター（☎382-8397）

要電話予約　安中交通安全協会（☎382-0211）
（会員対象）
要電話予約
安中保健福祉事務所（☎381-0345）
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相　談 consultation

■問 □本 市民課市民協働係（☎内線1027）

イラスト：黒崎　玄


